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幼児児童の送迎代行に伴う手続きについて 

 

 

 平素より、本校の幼児児童の送迎等に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 近年、保護者の方が、ヘルパー会社等に送迎をお願いするケースが多くなっています。保護者が

登下校にヘルパー会社等を利用するに当たって、幼児児童の安全確保のために、下記の手続きをお

願いしています。貴社の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

  

記 

 

１ ヘルパー等送迎代行者の利用に伴う連絡について  

送迎代行者について保護者から事前に登録がない場合、担任は、幼児児童を引き渡すことがで

きません。当初の送迎代行者と異なる方が、急きょ派遣されるというようなこともありますが、

このような場合においても、保護者から事前の連絡が必要になります。 

 

 

２ ヘルパー等送迎代行者への幼児児童の引渡しについて 

１）入構時、ヘルパー等送迎代行者は、入口の守衛室に身分証の提示をお願いします。 

２）担任は保護者が提出した委任状や事前の情報を確認した上で、幼児児童の引渡しを行いま

す。このとき、送迎代行者は、御自身の名前と幼児児童の名前を、担任に必ずお伝えくだ

さい。 

 

 

以上のことは、幼児児童の安全な引渡しを目的としております。確認ができない場合には、幼

児児童を引き渡さずに、保護者に連絡を取ってお迎えをお願いすることになります。また、委任状

のない代行者への、幼児児童の引渡しはできませんので、保護者との確認をよろしくお願いしま

す。 

 


